
　　　人事行政の運営等の状況の公表

令和７年11月４日

鹿角市長　　笹　本　　真　司

１．職員の任免及び職員数に関する状況

（１）職員の採用の状況（令和７年４月１日）（単位：人）

（２）退職者の状況（令和６年度） （単位：人）

※再任用職員の任期満了による退職を除きます。

（３）職員数の状況（各年度４月１日現在） （単位：人）

　令和６年度における本市の人事行政の運営等の状況について、鹿角市人事行政の運営等の状況の公表に
関する条例（平成17年条例第７号）第４条の規定に基づき、次のとおり公表する。

公営企業等
会計部門

合　　計

7 5 △ 2

3 4 1

水道

下水道

20 20 0

30 29 △ 1

その他

小計

276 276 0

教育部門 36 36 0

土木 16 15 △ 1

小計 210 211 1

商工 12 12 0

衛生 17 16 △ 1

労働 1 1 0

部　　門

議会

職員数

令和６年 令和７年

対前年
増減数

5

農林水産 32 29 △ 3

税務 18 18 0

民生 33 34 1

6 1

総務 76 80 4 業務体制の充実

業務体制の充実

業務体制の見直し

業務体制の見直し

主な増減理由

業務体制の充実

早期退職
その他

計
普通退職 分限免職 懲戒免職 その他

区分

2 110

定年

3

2
一般事務職

土木技師 1専門職

鹿角市公告第208号

一般職 3 1 5 0

一般行政部門

業務体制の見直し

業務体制の見直し

業務体制の充実

上　級

初　級

試験区分 採用者数



２．職員の人事評価の状況

（１）評価制度の概要

　　

　　

（２）評価期間

　　　令和６年４月１日　～　令和７年３月31日

（３）評価者

　　

３．職員の給与の状況

（１）人件費の状況（令和６年度決算統計より）

（２）職員給与費の状況（令和７年度一般会計当初予算）

※

　

（３）平均給料月額等（令和7年４月１日現在）

※

　　

（４）初任給の状況・経験年数別の平均給料月額（令和7年４月１日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円188,000     

大学卒

高校卒

195,880     

220,000     

大学卒

高校卒

227,201     
一般行政職

国

一般行政職

国

区　　分

平均給料 平均給与 平均年齢

区分
給　料 期末・勤勉手当 その他の手当

経験年数別平均給料月額

10年以上15年未満 15年以上20年未満 20年以上25年未満

332,237 円 414,480 円 41.9 歳

323,369 円 363,523 円 42.1 歳

初任給

給与とは、給料の他に支給されている扶養手当、住居手当、通勤手当などの諸手当を加えたもの
をいいます。

その他の手当は、扶養手当、通勤手当、住居手当、時間外勤務手当、管理職手当、特殊勤務手
当、寒冷地手当等の各種手当で、退職手当、児童手当を含みません。

区分

63.41% 26.29% 10.31% 100%

職員１人当たり
の給与費

給　　与　　費

予算額

構成比

千円 千円 千円 千円

千円6,118

ｃ Ａ Ｂ （Ｂ／Ａ）

５年度の
人件費率

計

159,549 1,547,831981,406 406,876

住民基本台帳人口 歳出額 人件費 人件費率

人 千円 千円 ％ ％

26,787

　一次評価及び二次評価で構成しており、一次評価は被評価者の直属の管理監督職の職員が、二
次評価は一次評価の上司が担っています。

　人事評価の種類は、能力評価と業績評価の２つで構成しており、能力評価とは、評価項目ごと
に定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された能力を評価するものであり、業績
評価とは、職員があらかじめ設定した業務目標の達成度を評価するものです。

20,484,261 2,370,457 11.6 10.6

308,512

313,665

347,635 380,306

294,202

336,850

276,388

286,976

253,084

303,332

264,048 328,530



（５）一般行政職の級別職員数の状況（令和７年４月１日現在）

（６）諸手当の状況（一般職）

①期末・勤勉手当（令和６年度）

②退職手当（令和６年度）

③時間外勤務手当（休日勤務手当を含む）

※

　

職員１人当たり支給年額を算出する際の職員数は、支給総額と同じ年度の４月１日現在の総職員
数（管理職等、時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）です。

期末手当 勤勉手当

1.200月分 1.025月分

33.9%

加算措置の状況

支給割合 1.300月分 1.075月分

2.500月分

退　職　事　由
区　　分

支給割合

勤続20年

勤続25年

勤続30年

勤続35年

自己都合 応募認定・定年

19.6695月分 24.586875月分

28.0395月分 33.27075月分

34.7355月分 40.80375月分

職務の級に応じて５～15％の加算

10人 27人 22人 18人

７級 ６級

75人

4.5% 12.2% 10.0% 8.1%

2.100月分

区　　分

６月支給

12月支給

合　計

11.8% 19.5% 100%構成比

主事
部長

次長

合計

職員数 26人 43人 221人

２級 １級

標準的
職務内容

課長 主幹 副主幹 主査 主任

区分 ５級 ４級 ３級

職員１人当たり支給年額

39.7575月分 47.709月分

47.709月分 47.709月分

なし なし

最高限度額

退職時特別昇給

１人当たり平均支給額

令和５年度 令和６年度区　分

50,252      千円

234         千円

55,897      千円

252         千円

支給総額

12,066 千円



④特殊勤務手当（令和６年度）

ア　支給状況

イ　手当の種類（令和６年度）

(1)感染症防疫作業に従事 円

(2)精神衛生業務に従事 円

(3)行旅病人、行旅死亡人取扱に従事 円

(4)家畜伝染病防疫作業に従事 円

(5)社会福祉業務に従事 円

(6)保健師活動に従事 円

(7)用地交渉に従事 円

(8)徴収業務に従事 円

(9)公営企業に従事

　・収入金の徴収事務に従事 円

　・勤務時間外に発生した緊急作業に従事 円

　・塩素滅菌装置の取扱いに従事 円

⑤扶養・通勤・住居手当（令和６年度）

（７）特別職の報酬等の状況（令和７年４月１日現在）

職員全体に占める手当支給職員の割合

支給職員１人当たり平均支給年額

支給総額

１日につき

支　給　額

１日につき

１日につき

手　当　の　種　類

300     

300     

3,000   

359,700 円

12.3 ％

10,900 円

１日につき

１日につき

１日につき

１日につき

１日につき

支　給　額

300     

300     

300     

300     

300     

300     

300     

300     

6,500   

10,000  

月額

月額

１日につき

１回につき

１日につき

手当名 区　　　分

副市長

822,000円市　長

342,000円議　員

362,000円

月額 5,000円加算　

区　分 給料（報酬）月額 期末手当 退職手当

扶養手当

通勤手当

住居手当

配偶者

子

16歳から22歳の扶養親族１人につき

交通機関利用

自動車等使用者

借家・借間

円

円

父母等 円

給料月額×勤続月数×47／100

652,000円

55,000円

31,600円

27,000円

支給限度額

支給限度額

支給限度額

給料月額×勤続月数×28／100
1.700月分

1.700月分

3.400月分報
酬

6,500   月額

給料月額×勤続月数×21／100576,000円教育長

給
料

401,000円議　長

副議長

６月

12月

計



４．職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

（１）勤務時間の状況（令和７年４月１日現在）

※　窓口業務のある課等においては、必要に応じ特別の勤務時間等を定めています。

（２）休暇の状況（令和７年４月１日現在）

①休暇制度の概要

ア　休暇の種類

１年につき５日以内

１年に20日（新規採用の年は採用月に応じて定められた日
数）与えられる。残日数（20日限度）は翌年に繰り越すこと
ができる。

登録された職員団体の業務又は活動に従事する場合（１年に
つき30日以内）

負傷又は疾病により療養する必要があり、勤務しないことが
やむを得ないと認められる場合（90日）

特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合
（主な特別休暇の種類は次のとおり）

自発的に、報酬を得ないで社会に貢献する特定の活動を行う
場合で、勤務しないことが相当であるとき（年５日以内）

生後１年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のため
に必要と認められる授乳等を行う場合、１日２回それぞれ30
分以内

妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後
２週間を経過する日までの期間内における２日以内

無給

ボランティア 有給

有給

職員が、配偶者、父母、子、孫等の家族の看護等をする場合
で、勤務しないことが相当と認められるとき（年６日。家族
が２人以上の場合は年10日）

種　類

休憩時間

７時間45分

勤務開始時刻 勤務終了時刻

午前８時30分 午後５時15分

年次休暇

服忌

有給配偶者出産

有給

備考内　　容

職員の妻が出産する場合、出産予定日の６週間前の日から出
産の日後１年を経過する日までの期間、当該出産に係る子又
は小学校就学の始期に達するまでの子の養育のために勤務し
ないことが相当であると認められるとき（当該期間内５日以
内）

親族が死亡した場合で、葬儀、服喪等のため勤務しないこと
が相当であると認められるとき（親族の区分により定める日
数。最高で10日以内）

有給

組合休暇

病気休暇

特別休暇

出産 女子職員が出産する場合、産前６週間及び産後８週間

有給家族の看護

有給

短期介護

男性職員の
育児参加

有給

結婚 連続する５日の範囲内 有給

有給

保育 有給

有給夏季 ６月から10月までの期間内における５日の範囲内

１日の勤務時間

正午～午後１時00分



５．職員の休業に関する状況

（１）自己啓発等休業

①概要

　

②自己啓発等休業の状況

　　取得者なし

（２）育児休業等

①概要

②育児休業等の取得状況 （単位：人）

※１　育児休業「取得可能者数」とは、令和６年度に新たに育児休業が取得可能となった職員

　　の数をいいます。

　２　各欄における「取得者数」とは、令和６年度に新たに休業等を取得した職員の数をいい

　　ます。

　自己啓発等休業とは、公務に関する能力の向上に資すると認められるとき、大学等課程の履修又は
国際貢献活動のため３年を超えない範囲内において休業することをいいます。

３歳に満たない子を養育するために、その子が３歳に達する日まで休業できる制
度

小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、その子がその始期に達する
までの間、常時勤務を要する職を占めたまま、一定の勤務形態により職員が希望
する日又は時間帯において勤務可能な制度

小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、１日の勤務時間の一部（２
時間を超えない範囲内の時間に限る。）について勤務しないことができる制度

1

男性

100%女性

2 2 100% 0 1

育児短時間
勤務制度

2 0

部分休業制度

1

育児短時間
勤務取得者数

育児休業制度

種類 内　　　　　　　　容

取得
可能者数

取得者数 取得率
区分

育児休業
部分休業
取得者数



６．職員の分限及び懲戒処分の状況

（１）分限処分

①概要

　

　

②分限処分の状況 （単位：件　（）は人数）

（２）懲戒処分

①概要

　

　

②懲戒処分の状況（令和６年度） （単位：件）

（３）ハラスメント防止条例に基づく申し出

①概要

　

　

②申し出の状況（令和６年度） （単位：件）

0

降任

　職場においてハラスメントを受けた職員又はハラスメントを目撃し把握した職員は、鹿角市ハ
ラスメントの防止に関する条例に基づき、ハラスメントの相談及び苦情に係る申し出ができま
す。

行為区分

パワーハラスメント

申出件数

1

対策委員会の開催

0

0

10(5)

0 0 0 0 0

0

戒告 減給 停職 免職 計

　懲戒処分とは、職員が法令に違反した場合などに、その職員に対し道義的責任を問うことによ
り、公務における規律と秩序を維持することを目的として行う処分（戒告・減給・停職・免職）
のことをいいます。

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0

　分限処分とは、勤務実績が良くない場合や、疾病等のためその職責を果たせない場合などに、
公務能率の維持及び適正な運営の確保を目的として、その職員の意に反して行う処分（降任・免
職・休職）のことをいいます。

行為区分

給与・任用に関する不正

0

0

0

0

0

0

0

0

0 10(5)

0 0

10(5)

一般服務違反等

0 0 0 0 0

0 10(5)合　計

心身の故障の場合

職に必要な適格性を欠く場合

職制、定数の改廃、予算の減少により廃職、過員を生じた場合

刑事事件に関し起訴された場合

0

免職

公務外非行

収賄等

交通事故・交通法規違反

監督責任

計

勤務実績が良くない場合

　　　　　　　　　　　　処分の種類
処分事由

休職 計

0 0 0 0 0



７．職員の服務の状況

（１）年次休暇の取得状況（令和６年１月～同年12月）

※　令和６年１月１日から令和６年12月31日までの全期間を通して在職した職員の状況です。

（２）介護休暇（令和６年度） （単位：人）

８．職員の退職管理の状況

　

　

９．職員の研修の状況

（単位：人）

0 0 0 0 0 0 0

　営利企業等に再就職した元職員は、地方公務員法第38条の２の規定により、離職後２年間
は、離職前５年間の職務に関して現職職員への働きかけを禁止されています。
　また、離職前５年間より前に課長級以上の職に就いていた場合にあっては、当該職に就い
ていたときの職務に関して現職職員への働きかけを禁止しています。
　なお、これらの規定に違反した場合は、過料又は刑罰が科せられます。

10

受講者数区　　　　　　　　　　分

74

73

2

2

1

2

15

87

10

派遣研修

集合研修
公務員倫理研修 185

秋田県市長会

その他

メンタルヘルス研修

秋田県

自治大学校

東北自治研修所

市町村職員中央研修所・全国市町村国際文化研修所

秋田県自治研修所

新規採用職員研修

リスクマネジメント研修

3,239 12.3

１人当たり
平均使用日数

総使用日数

３月超え
４月以下

４月超え
５月以下

１月以下
１月を超え
２月以下

２月超え
３月以下

対象人数

Ａ Ｂ Ｃ(Ｂ/Ａ)

５月超え

263

取得人数
計

介　護　休　暇　承　認　期　間



10．職員の福祉及び利益の保護の状況

（１）福利厚生の制度の概要

①健康診断等の受診状況 （単位：人）

②公務災害の発生状況（令和６年度） （単位：件）

（２）職員からの措置要求・不服申し立ての状況

　　

　　

　　

　　　

①勤務条件に関する措置の要求の状況 （単位：件）

②不利益処分に関する不服申立ての状況 （単位：件）

0 0 0 0

前年度からの
継続審査事案件数

令和６年度中
新規要求事案件数

審査終結
事案件数

翌年度継続審査
事案件数

受診者数

290

96

0 0 0 0

区分

公務災害

通勤災害

認定 不認定 継続審議
申請

3 3 0 0

0

前年度からの
継続審査事案件数

令和６年度中
新規要求事案件数

審査終結
事案件数

翌年度継続審査
事案件数

項　目　・　内　容制　度　名

・定期健康診断、各種検診の実施、人間ドック助成

（鹿角市が実施）

（秋田県市町村職員共済組合が実施）

・短期給付事業（保健給付、災害給付等）

・長期給付事業（退職共済年金、障害共済年金の支給等）

・福祉事業（人間ドック助成、契約保養所利用助成、貸付事業等）

公務災害補償
制度

区　分

定期健康診断

人間ドック

0 0 0

　職員は、給与その他の勤務条件に関して、使用者である地方公共団体の当局が適当な措置を執
るべきことについての要求を、また、その意に反して懲戒処分等、不利益な処分を受けたと思う
ときは、その処分についての不服申立てを公平委員会に対してすることができることとなってお
ります。
　なお、本市では公平委員会の事務を秋田県人事委員会に委託しており、令和６年度における業
務の状況について次のとおり報告を受けております。

（地方公務員災害補償基金が実施）

・公務上及び通勤途上の負傷、疾病に対する療養補償、休業補償等

厚生制度

共済制度


